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参入」（以下、企業参入）に対象を限定するこ
とをお断りしておく。
農地権利取得に関わる企業参入はさらに、

農地所有適格法人（旧・農業生産法人）に出資
する場合と、企業が直接農地を借りる場合に
分かれる。
企業から出資を受けていると思われる株式

会社形態の農地所有適格法人は、2017年531法
人から2021年1,065法人と５年間で倍増してい
る（農林水産省経営局・令和４年農地制度研究
会資料「農地法制をめぐる現状と課題」）。一
方、企業が直接農地を借りる場合は、農地所
有適格法人以外の法人である「リース法人」
としてカウントされている（リース法人には、
NPOや市町村公社など、企業以外も含まれ
る）。そのリース法人の数も2009年農地法改正
以降の15年間に平均280件／年ペースで増加
しており、2024年時点で4,544件に達している
（農林水産省経営局「リース法人の参入状況
（令和６年１月１日現在）」）。これは、法人の
農業経営体33,000法人（2025年農林業センサ
ス）の約14％に相当する数である。

2　企業参入の地域性
以上のとおり企業参入は増加傾向にあると

いえるが、その実態には地域性が伴っている。
ここではリース法人に焦点を当てて、その特
徴をみていこう。
まず、リース法人数が多い上位10都道府県

を並べると、静岡、兵庫、埼玉、山梨、長野、
愛知、福島、茨城、広島、岡山となる。長野

改めて企業の農業参入が注目されようとし
ている。
農林水産省は令和８年度予算概算要求のな

かで、「地域計画の実現に向けた支援」の柱と
して「受け手不在農地解消のための外部から
の担い手の誘致」を置いた。また、その基礎
作業として、令和７年度補正予算でも「地域
外からの担い手参入促進緊急対策」を盛り込
んでいる。いずれも、企業の農業参入の推進
と関わるものである。
本稿では、地域性に着目して企業の農業参

入の動向を解説し、「受け手不在農地」対策と
しての企業参入について若干の検討をしたい。

1　企業の農業参入とは
企業が農業を行う場合、制度的には、農地

権利（所有権、賃借権）を取得するかどうかで
大きく分かれる。
長らく農地法は、原則として耕作者以外の

農地権利取得を制限していたため、企業が農
地を買ったり借りたりすることはできなかっ
た。しかし、2009年に抜本的な改正が行われ、
農地賃借権取得の要件としては個人や法人を
実質的に問わなくなった。「企業の農業参入」
として政策的に推進されてきたのは、こうし
た農地権利取得を伴う企業参入のことであ
る。一方で、農作業受託や畜産、植物工場な
どは農地権利を取得せずとも実施可能である
ため、上記の規制緩和がされる以前からこう
した営農形態での企業参入はあった。本稿で
は、前者の農地権利取得を伴う「企業の農業
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第1表  所在地別のリース法人数

資料　各県提供資料より作成（数値は2021年6月時点）。既に撤退し
た法人等も含む。

（件、カッコ内は％）
埼玉県 島根県

総計 265（100） 59（100）

　市町村内 152（57.4） 52（88.1）

　他市町村 65（24.5） 3（5.1）

　県外 48（18.1） 4（6.8）

るため、二重の意味で外部からの参入である。
この二つの「外部」性にもとづいて、改めて

「外部からの担い手」を類型化すると、①地域
外×農業外、②地域外×農業内、③地域内×
農業外という３パターンが想定できる。図式的
に言えば、①は都市に本社を置く企業、②は
複数地域に農場を展開する農業法人、③は地
元企業といったかたちになる。
先にみた参入動向から示唆されたのは、①

のような一般的なイメージどおりの企業参入
も増えてはいるが、数でいうと③の地元企業
タイプがむしろメジャーだということであ
る。よって、「受け手不在農地」対策としての
企業参入を進める場合、外部からの誘致とと
もに、地域内部での掘り起こし（地元企業に農
業参入を促す）という二方面作戦が有効だろ
う。
地元企業の掘り起こしをする場合、農地の

集約化とともに、販路の確保や技術支援など
によって参入のハードルを下げることが重要
と考える。特に、その地域で何を栽培し、ど
のように売ればよいかという情報は、参入に
よる収入見込みを立てるうえで不可欠であ
る。都道府県や市町村、農業委員会などとの
役割分担のなかで、JAのリーダーシップが期
待されるところである。

（ふるた　こうへい）

県と福島県を除くと、これら上位県は太平洋
ベルト地帯に属していることがわかる。2009
年農地法改正前の部分的な規制緩和の段階で
は、島根、新潟、青森、鳥取、鹿児島などむ
しろ大都市から離れた地域でリース法人が多
かったのだが、近年は人口が集中する地域で
企業参入が盛んになっている。人口減少の著
しい地域ほど農業の担い手問題も深刻である
ことを想定すれば、企業参入の推進にあたっ
ては留意すべき傾向だろう。
もう一つは、企業と参入地域の立地的な関

係についてである。第１表には、詳細なデー
タが得られた埼玉県、島根県について、リー
ス法人の所在地別に参入数を整理した。埼玉
県では、県外からの参入が18％に及び、市町
村内の法人は６割程度にとどまる。一方で、
旧制度で参入が多かった島根県では、市町村
内の法人だけで９割程を占める。
ここから二つのことが言えるだろう。一つ

は、埼玉県に代表される近年の参入トレンド
を示す地域では、地域外からの参入が一定数
を占めていることである。逆に、島根県に代
表される大都市から離れる地域では、地域外
からの参入はごく少数である。
もう一つは、しかしながら、両県とも市町

村内の法人が農業を始めるケースが多数派と
いうことである。現地法人を立ち上げれば市
町村内の法人にカウントされるなど、割り引い
て考えるべき要素はあるが、「企業参入＝地域
外からの参入」ではないことは示唆的である。

3　「外部からの担い手」としての企業
企業参入というと、地域の外から、これま

で直接は農業と関わりの無かった企業がやっ
てくるようなイメージが一般的と思われる。こ
の場合、地域外から、農業外の企業が参入す
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